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(57)【要約】
　デュプレックス伝送方式から８心パラレル（並列）伝
送方式への移行を可能にする８心ＭＰＯ形態を支持する
光ファイバ機器が開示される。光ファイバ機器は、パネ
ル組立体の前端部のところに設けられた少なくとも１つ
の前側多心アダプタを含み、各アダプタは、前側部およ
び後側部を有する。光ファイバ機器は、少なくとも１本
の多心光ケーブルを挿通状態で受けるよう構成された少
なくとも１つの貫通チャネルを更に含み、少なくとも１
つの前側多心アダプタの後側部は、パネル組立体の後端
部から前端部に向かって延びる第１の多心光ケーブルに
光学的に結合するよう構成されている。少なくとも１つ
の前側多心アダプタの前側部は、パネル組立体の後端部
からパネル組立体の前端部に向かって延びるとともに少
なくとも１つの貫通チャネルを通る第２の多心光ケーブ
ルに光学的に結合するよう構成されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバパネル組立体であって、
　前記パネル組立体の前端部のところに設けられた少なくとも１つの前側多心アダプタを
含み、各アダプタは、前側部および後側部を有し、
　少なくとも１本の多心光ケーブルを挿通状態で受けるよう構成された少なくとも１つの
貫通チャネルを含み、
　前記少なくとも１つの前側多心アダプタの前記後側部は、前記パネル組立体の後端部か
ら前記前端部に向かって延びる第１の多心光ケーブルに光学的に結合するよう構成され、
　前記少なくとも１つの前側多心アダプタの前記前側部は、前記パネル組立体の前記後端
部から前記パネル組立体の前記前端部に向かって延びるとともに少なくとも１つの貫通チ
ャネルを通る第２の多心光ケーブルに光学的に結合するよう構成されている、光ファイバ
パネル組立体。
【請求項２】
　少なくとも１つの前側パネルを更に含み、前記少なくとも１つの前側多心アダプタは、
前記前側パネル内に設けられている、請求項１記載の光ファイバパネル組立体。
【請求項３】
　前記パネル組立体の前記前側パネルと前記後端部との間に延びるハウジングを更に含む
、請求項２記載の光ファイバパネル組立体。
【請求項４】
　前記ハウジングは、エンクロージャである、請求項３記載の光ファイバパネル組立体。
【請求項５】
　前記光ファイバパネル組立体は、光ファイバモジュールである、請求項３記載の光ファ
イバパネル組立体。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの前側多心アダプタは、少なくとも２つの多心アダプタから成る、
請求項１記載の光ファイバパネル組立体。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの前側多心アダプタは、少なくとも３つの多心アダプタから成る、
請求項１記載の光ファイバパネル組立体。
【請求項８】
　前記パネル組立体は、シャーシの一部分であって、１つのＵ‐スペースの１／１２以下
を占めるよう構成されている、請求項１記載の光ファイバパネル組立体。
【請求項９】
　前記光ファイバパネル組立体は、前記トレー幅の１／６以下を用いてトレー中に設置さ
れるよう構成されている、請求項１記載の光ファイバパネル組立体。
【請求項１０】
　光ファイバパネル組立体であって、
　前記光ファイバパネル組立体の前端部のところに設けられた第１の多心アダプタおよび
前記光ファイバパネル組立体の前記前端部のところに設けられた第２の多心アダプタを含
み、各アダプタは、前側部および後側部を有し、
　前記パネル組立体の前記後側部のところに設けられた少なくとも１つの貫通チャネルを
含む、光ファイバパネル組立体。
【請求項１１】
　前記パネル組立体に設けられた指接近切欠きを更に含む、請求項１０記載の光ファイバ
パネル組立体。
【請求項１２】
　前記第１の多心アダプタの前記後側部は、前記光ファイバパネル組立体の後端部から前
記前端部に向かって延びる第１の多心ケーブルに光学的に結合するよう構成され、
　前記第１の多心アダプタの前記前側部は、前記光ファイバパネル組立体の前記後端部か
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ら前記光ファイバパネル組立体の前記前端部に向かって延びるとともに前記少なくとも１
つの貫通チャネルを通る第２の多心光ケーブルに光学的に結合するよう構成されている、
請求項１１記載の光ファイバパネル組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示内容、すなわち本発明は、光ファイバ接続組立体、特にＢＡＳＥ‐８心技術のた
めの光ファイバ接続組立体ハードウェアおよびモジュールに関する。
【０００２】
〔関連出願の説明〕
　本願は、全てが２０１４年８月２９日に出願された米国特許仮出願第６２／０４３，７
９４号、同第６２／０４３，７９７号、および同第６２／０４３，８０２号ならびに２０
１５年３月１３日に出願された米国特許仮出願第６２／１３２，８７２号に関する３５．
Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９に基づく優先権の権利を主張する出願であり、これら米国特許仮出
願の各々を参照により引用し、その記載内容全体を本明細書の一部とする。
【背景技術】
【０００３】
　今日、光ケーブル布線のためにデータセンタでは２つの主要な伝送形態が用いられてい
る。デュプレックス（例えば、２心）技術は、互いに対をなした専用の送受信光チャネル
を用い、パラレル（並列）多心技術（例えば、８心技術）は、多数の光チャネルを用いて
信号を伝送し、速い速度で伝送するために多数の光チャネルを再結合する。例えば、パラ
レル１００‐ギガビットリンクを１０個のパラレル１０‐ギガビットレーンに沿って伝送
することができ、多数の１０‐ギガビット信号は、パラレルチャネルから再結合される。
多くの顧客は、ネットワーク管理要件および互いに異なるプロトコル速度でのリンクコス
トに応じて、ネットワーク内において互いに異なる場所でこれら互いに異なる伝送形態相
互間を前後に移動したいと願っている。既存のパラレル技術は、ＭＴＰ型コネクタを必要
とし、このコネクタは、１２心を保持するよう設計されている。
【０００４】
　同様に、現行のデュプレックス技術はまた、ＭＰＯ／ＬＣブレークアウトモジュールと
一緒に１２心ＭＰＯ中継ケーブル布線を配備している。デュプレックス技術では、ＭＰＯ
コネクタの複数の光チャネルは、ＬＣ接続部を備えたモジュールを用いて個々の光チャネ
ルに分けられる。その結果、光チャネルの全ては、モジュールの前のところに設けられる
ＬＣポートとして接近可能である。しかしながら、これらのネットワーク技術によっては
、融通性がシステムをデュプレックス伝送技術からパラレル伝送技術に、また、パラレル
伝送技術からデュプレックス伝送技術に容易に移すことができない。さらに、１２心光ネ
ットワークのためのファイバ利用率に直面する場合があるが、その条件は、ネットワーク
のために他のファイバ心線数、例えば８心技術が必要とされることであり、４心がダーク
のままでなければならず、あるいは、変換モジュールが採用されなければならず、これら
のいずれも、ネットワークシステムに費用、複雑さおよび減衰量を追加する場合がある。
【０００５】
　デュプレックス伝送からパラレル伝送への移行のための既存の解決策は、ＭＰＯパネル
を備えた現行のＭＰＯ‐ＬＣモジュールの煩わしい交換を想定している。しかしながら、
必要な場合にデュプレックス伝送に容易に戻せる必要性もまた存在する。この移行は、難
題となる場合があり、結果的に、移行のための大幅なダウンタイムが生じる場合がある。
例えば、ユーザは、予備知識なしでデータセンタスペース内でキャビネットをケーブル布
線するが、その条件は、デュプレックスまたはパラレル伝送がそのキャビネットで必要な
場合である（そのキャビネット内に配置されたサーバに基づいて）。加うるに、新しいト
ランシーバ技術が市場では常時進歩しており、かくして、パラレルケーブル布線を必要と
する場合のある今日の特定のデータレートは、同じデータレートで将来新たなデュプレッ
クストランシーバで置き換えられる場合がある。かくして、ネットワークオペレータが光
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ネットワーク内の幾つかの場所でデュプレックス伝送からパラレル伝送に、また、パラレ
ル伝送からデュプレックス伝送に容易に移行することができるようにするケーブル布線お
よびネットワークインフラストラクチャにおける融通性が要望されている。
【発明の概要】
【０００６】
　本願は、今日の業界で用いられている標準１２心接続部ではなく、８心ＭＰＯコネクタ
に関する端と端を突き合わせる技術を開示する（ＭＰＯコネクタ、例えばＭＴＰコネクタ
はそれ自体、現行の１２心コネクタ型フェルール形態で８つの穴しか備えていないまたは
装入８心しか備えていない新型の８心成形フェルールであり、このコネクタは、ＢＡＳＥ
‐８形態である）。本発明の技術的思想を、１‐Ｕラックスペースフットプリントを有す
るシャーシに関して説明するが、技術的思想の全ては、例えば、同じ密度を有するが、支
持される光接続部の数を４倍にする４‐Ｕラックスペースフットプリントを有するシャー
シに拡張できる。ハウジングの他の寸法（例えば、５‐Ｕ、８‐Ｕなど）を本発明の範囲
から逸脱することなく利用することができることが想定されている。
【０００７】
　全体が図１Ａ～図５に示されている機器は、ＭＰＯコネクタ１個当たり８本の光ファイ
バを用いた幹線ケーブルを想定している。幹線ケーブルは、ＭＰＯコネクタを直接コネク
タ接続することができる８心サブユニットを利用する場合がある。この技術はまた、ＬＣ
デュプレックス接続性を利用した１／３Ｕトレー内に最高４８本の光ファイバの使用を可
能にする新型の光ファイバ機器、例えば８心モジュールを想定している。換言すると、光
ファイバ機器、例えばモジュール、パネル組立体およびハイブリッドモジュールは、シャ
ーシ内に積み重ね状態の高密度のトレーのために１／３Ｕ‐スペース以下である高さを有
するのが良い。ＢＡＳＥ‐８モジュールを用いた機器トレーおよびパラレル伝送からデュ
プレックス伝送への移行のための他の光ファイバ機器もまた開示される。
【０００８】
　開示するコンポーネントおよび光ネットワーク技術は、ＢＡＳＥ‐１２形態を有する従
来型光ネットワーク技術と比較して幾つかの利点をもたらす。例えば、本機器は、１００
％光ファイバ利用度をもたらすと共に、デュプレックス技術からパラレル８心技術に変換
する際にリンク減衰性能を維持する。
【０００９】
　光ファイバ機器は、トランシーバチャネルの本数に直接マッチする小さなＭＰＯインク
リメントを用いることによって、デュプレックス光ファイバリンクと８心パラレルリンク
との間の単純な移行経路を提供し、伝送のためのデュプレックスリンクとパラレルリンク
との間の移行が移行中に少ないデュプレックスクライアントを妨害しない状態で起こるこ
とができるようになっている。
【００１０】
　全体が図６および図７に示されている別の実施形態は、ピグテール状の設計によりＭＰ
Ｏ／ＬＣモジュールの後部上でＭＰＯを延長させ、これを前側平面内で相互接続すること
ができるようにすることを想定している。モジュールのこのＭＰＯピグテールまたはＭＰ
Ｏジャンパは、ハードウェアを介して（パネル組立体またはハードウェア内の貫通チャネ
ル設計例により）多心アダプタ内での接続のために前端部内に引き回される。ＭＰＯコネ
クタの複数を利用した幹線は、光ファイバ機器内のパネル組立体で終端し、かくして、Ｍ
ＰＯは、光ファイバ機器の前端部内の８心リンクに利用できる。２心リンクが必要な場合
、ピグテール付きのモジュールが取り付けられ、レッグがハードウェアを通ってパネル内
のＭＴＰ内に相互接続されるべき前側平面に通される。２心リンクがもはや必要でない場
合、モジュールのピグテールを外し、８ｆポートを自由にする（ピグテールモジュールは
、２ｆ接続性に戻る将来の経路としてハウジング内に残るのが良い）。同様に、モジュー
ルからパネル組立体への相互接続は、ＭＰＯジャンパケーブルを用いて実施できる。
【００１１】
　ピグテール付きのモジュールのための追加の用途は、多くの場合、４０Ｇポートが用い
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られてネットワーク内でのより多くのサーバを計算に入れるために１０Ｇメッシュを作る
場合にスピン・リーフアーキテクチャ（spin and leaf architecture）のためである。こ
れにより、パッチフィールドを作ると共にメッシュをジャンパで完全にすることができる
。
【００１２】
　別の実施形態は、２つの問題を解決するのを助けることができる８心ピグテール付きモ
ジュールを想定している。第１は、高密度デュプレックスポートのようにパラレルポート
を可動させる要望である。この応用例は、（４）１０Ｇポートのように４０Ｇポートを可
動させる能力である。この用途における主要な課題のうちの１つは、多心ポートの構造化
ケーブル布線が構造化ケーブル布線内のデュプレックスコネクタに分けられなければなら
ないということにある。現行の用途は、８心ハーネスを購入してこれらのパネル中にプラ
グ接続することを含む。この技術は、パラレルポートに直接プラグ接続でき、そして１つ
のハードウェアのところに設けられたＬＣコネクタとして存在することができる８心ピグ
テール付きモジュールを提供することによって良好に解決できる。各ＬＣブレークアウト
モジュールは、シングルパラレル４チャンネルパラレルポートを表す（１．５パラレルポ
ートを表さなければならない現行の１２ｆブレークアウトパネルに代えて、それ故、ポー
トのクリーン／論理ブレークアウトではなく）。
【００１３】
　開示するコンポーネント、光ファイバ機器および組立体はまた、シャーシ、トレー、ま
たは光学ハードウェアの前側部からのパラレルリンクとデュプレックスリンクの切り替え
を支援することができる。この場合もまた、ピグテールは、現行のＭＰＯをバックプレー
ンから延長させ、そしてパネル組立体を通って前側平面が幹線に結合する。これは、デュ
プレックスポートとパラレルポートを変換する際に幹線ケーブルコネクタ（後側に位置す
る）を動かす必要なく、前側平面のところにパラレルポートとデュプレックスポートの両
方を提供するという目的を達成する。加うるに、リンク内に導入される追加の損失はない
。
【００１４】
　この技術は、幾つかの利点を提供する。
【００１５】
　‐光ファイバハウジングのデュプレックスリンクとパラレルリンクを切り替える能力が
光ファイバハウジングの前を形成する。バックプレーンＭＰＯケーブル布線は、定位置に
位置したままであることができ、ネットワークオペレータは、ハウジングの前からデュプ
レックスリンクとパラレルリンクを互いに容易に移行させることができる。
【００１６】
　‐高密度低速ポートのように働くよう動作されている高心線数パラレルポートのブレー
クアウトが綺麗でありかつ単純であること。この用途は、４デュプレックス１０Ｇポート
のようにパラレル４０Ｇポートを動作させることである。この８心ピグテール付きモジュ
ールにより、この動作が起こり、ＭＰＯピグテールがポート中に直接プラグ接続してＬＣ
デュプレックスコネクタがハードウェア、例えば、トレー、シャーシまたは光ファイバ機
器の前端部のところに提供され、それにより１０Ｇポートがデータセンタ内の所望の場所
まで動く。この融通性は、パラレルポートを遅い速度の高密度デュプレックスポートとし
て可動させるという価値に寄与している。
【００１７】
　全体が図８～図１０Ｃに示されている別の実施形態は、単一ＢＡＳＥ‐８ＭＰＯアダプ
タを有するハイブリッドモジュールを想定しており、従って、ネットワークオペレータは
、パラレル光回路に移る際にＭＰＯ／ＬＣモジュールからＭＰＯアダプタに移行すること
ができる。このハイブリッドモジュールにより、ネットワークオペレータは、機器／ハー
ドウェア、例えばトレーがデュプレックス伝送に戻ることが必要な場合および時期に機器
／ハードウェア、例えばトレー内にスロットを保持することができる。
【００１８】
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　この開示内容の背後にある技術的思想は、組み合わせ型デュプレックス・パラレルハイ
ブリッドモジュールを作り、これにより、顧客がハイブリッドモジュールの幾つかの場所
相互間で幹線経路のコネクタを単に動かすことによって互いに異なる伝送を互いに移行す
ることができることにある。この方式の一変形例は、ＭＰＯコネクタをＭＴＰ／ＬＣモジ
ュールからの幹線からＭＴＰパネル中に動かすことである。
【００１９】
　このハイブリッドモジュールの利点は、立案およびケーブル布線移行が容易であること
である。一シャーシ実施例では、トレーの各スロットは、トレー内のそのスロット位置に
専用の単一ＭＰＯコネクタを有する。このＭＰＯは、モジュールの後部内にロードされて
デュプレックス伝送のためにＬＣ接続性にブレークアウトし（４～６デュプレックスリン
クを作る）または単一パラレルチャネルを考慮に入れて前側平面のところでＭＰＯアダプ
タ内に配置される。機器がキャビネット内に配置されてデータレートおよび伝送技術が定
められると、ユーザは、用途に基づいてデュプレックス位置かパラレル位置かのいずれか
の位置でスロットごとに各ＭＴＰを動かす。かくして、ネットワークオペレータは、モジ
ュールを日付１または日付２でモジュールをパネルで置き換える必要がない。と言うのは
、両方のオプションが日付１で各モジュールスロット内において利用できるからである。
【００２０】
　追加の特徴および追加の利点は、以下の詳細な説明に記載されており、部分的には、明
細書から当業者には容易に明らかでありまたは書面による説明および特許請求の範囲なら
びに添付の図面に記載されている実施形態を実施することによって認識されよう。
【００２１】
　理解されるべきこととして、上述の概要説明と以下の詳細な説明の両方は、例示に過ぎ
ず、特許請求の範囲に記載された本発明の性質および特性を理解するための概観または構
想を提供することを意図している。添付の図面は、更に深い理解を提供するために含まれ
ており、そして本明細書に組み込まれてその一部をなしている。図面は、１つまたは２つ
以上の実施形態を示しており、本明細書と一緒になって、種々の実施形態の原理および作
用を説明するのに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１Ａ】一実施形態としてのＢＡＳＥ‐８光ファイバモジュールの図である。
【図１Ｂ】ＢＡＳＥ‐８形態を有するＭＰＯパネルおよびＬＣモジュールを示す図である
。
【図１Ｃ】ＢＡＳＥ‐８形態を有するＭＰＯパネルおよびＬＣモジュールを示す図である
。
【図２Ａ】トレーの単位幅当たりの図１Ａに示されている６個の光ファイバモジュール（
またはパネル）を支持するようになった機器トレーの斜視図である。
【図２Ｂ】トレーの単位幅当たりの図１Ａに示されている６個の光ファイバモジュール（
またはパネル）を支持するようになった機器トレーの平面図である。
【図３Ａ】１‐Ｕスペースシャーシ内に設けられた図２Ａおよび図２Ｂの機器トレーの斜
視図である。
【図３Ｂ】１‐Ｕスペースシャーシ内に設けられた図２Ａおよび図２Ｂの機器トレーの正
面図である。
【図３Ｃ】１‐Ｕスペースシャーシ内に設けられた図２Ａおよび図２Ｂの機器トレーの平
面図である。
【図３Ｄ】１‐Ｕスペースシャーシ内に設けられた図２Ａおよび図２Ｂの機器トレーの側
面図である。
【図４】ＢＡＳＥ‐１２光ファイバモジュールおよび機器トレーと比較した図２Ａおよび
図２ＢのＢＡＳＥ‐８光ファイバモジュールおよび機器トレーの結果を示す図である。
【図５】１‐Ｕスペースシャーシ内に設けられたＢＡＳＥ‐８およびＢＡＳＥ‐１２機器
トレーの組み合わせを示す図である。
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【図６】１対の前側多心アダプタを有する光ファイバパネル組立体および少なくとも１本
の光多心ケーブルを挿通状態で受け入れるよう構成された貫通チャネルを示す図である。
【図７】図１ＡのＢＡＳＥ‐８光ファイバモジュールと一緒に図６の光ファイバパネル組
立体を支持する機器トレーを示す図である。
【図８】ＢＡＳＥ‐１２サイズの機器トレー内に組み込み可能にＢＡＳＥ‐１２形状係数
内に配置された８心光モジュール部分および多心貫通部分を備えたハイブリッド光ファイ
バモジュールを示す図である。
【図９】図８のハイブリッド光ファイバモジュールを支持した機器トレーを示す図である
。
【図１０Ａ】１‐Ｕスペースシャーシ内に設けられた図９の機器トレーの斜視図である。
【図１０Ｂ】１‐Ｕスペースシャーシ内に設けられた図９の機器トレーの正面図である。
【図１０Ｃ】１‐Ｕスペースシャーシ内に設けられた図９の機器トレーの平面図である。
【図１０Ｄ】ある特定の開示した実施形態と一致した互いに異なる４‐Ｕシャーシ具体化
例の前側から見た斜視図である。
【図１０Ｅ】ある特定の開示した実施形態と一致した互いに異なる４‐Ｕシャーシ具体化
例の前側から見た斜視図である。
【図１１Ａ】ある特定の開示した実施形態と一致したＢＡＳＥ‐８光ファイバモジュール
の変形実施形態の後部の斜視図である。
【図１１Ｂ】ある特定の開示した実施形態と一致したＢＡＳＥ‐８光ファイバパネルの変
形実施形態の前部の斜視図である。
【図１２】ある特定の開示した実施形態に従ってトレー上で使用できる例示の取り付けレ
ールの斜視図である。
【図１３】ある特定の開示した実施形態と一致した図１２の例示の取り付けレールを備え
た例示のトレーの斜視図である。
【図１４Ａ】ある特定の開示した実施形態としての例示のトレーの正面から見た斜視図で
ある。
【図１４Ｂ】ある特定の開示した実施形態としての例示のトレーの正面から見た平面図で
ある。
【図１４Ｃ】ある特定の開示した実施形態としての例示のトレーの正面から見た拡大図で
ある。
【図１５】ある特定の開示した実施形態と一致して伸長（「引き出し」）位置にある下側
トレーおよび完全引っ込み（「収納」）位置にある下側トレーを含む例示のシャーシ組立
体の平面図である。
【図１６Ａ】ある特定の開示した実施形態に従って機器トレーの具体化例で用いられる金
属製の支持構造体の変形実施形態の平面図である。
【図１６Ｂ】ある特定の開示した実施形態に従って機器トレーの具体化例で用いられる金
属製の支持構造体の変形実施形態の平面図である。
【図１７】ある特定の開示した実施形態と一致してレール案内およびジャンパ引き回し案
内を有する例示の機器トレーの前から見た等角斜視図である。
【図１８】ある特定の開示した実施形態による例示のジャンパ引き回し案内の横から見た
斜視図である。
【図１９Ａ】ＭＴＰポート「タップ」機能を備えた例示のＬＣ‐ＭＴＰモジュールの正面
から見た斜視図（ＢＡＳＥ‐１２に関する）である。
【図１９Ｂ】ＭＴＰポート「タップ」機能を備えた例示のＬＣ‐ＭＴＰモジュールの概略
配線図（ＢＡＳＥ‐１２について）である。
【図１９Ｃ】ＭＴＰポート「タップ」機能を備えた例示のＬＣ‐ＭＴＰモジュールの概略
配線図（ＢＡＳＥ‐８について）である。
【図２０Ａ】ＭＴＰポート「タップ」機能を備えた例示のＢＡＳＥ‐１２およびＢＡＳＥ
‐８ＭＴＰ‐ＭＴＰモジュールの正面から見た斜視図である。
【図２０Ｂ】ＭＴＰポート「タップ」機能を備えた例示のＢＡＳＥ‐１２およびＢＡＳＥ
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‐８ＭＴＰ‐ＭＴＰモジュールの概略配線図である。
【図２１Ａ】例示のＬＣ‐ＬＣポート「タップ」機能の正面から見た斜視図（ＢＡＳＥ‐
１２について）である。
【図２１Ｂ】例示のＬＣ‐ＬＣポート「タップ」機能の概略配線図（ＢＡＳＥ‐１２につ
いて）である。
【図２１Ｃ】例示のＬＣ‐ＬＣポート「タップ」機能の概略配線図（ＢＡＳＥ‐８につい
て）である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本願は、シャーシに可動的に取り付け可能な機器トレー内に設けることができるＢＡＳ
Ｅ‐８モジュール、光ファイバパネル組立体、およびハイブリッド光ファイバモジュール
を開示する。開示する組立体は、光ネットワークをデュプレックス伝送と８心パラレル伝
送との間で容易かつ迅速に移行させる能力を提供する。ＢＡＳＥ‐８形態は、広く配備さ
れている布設ＢＡＳＥ‐１２光ネットワークとは異なっている。さらに、ＢＡＳＥ‐８コ
ンポーネントおよび組立体は、光ネットワークにおいてデュプレックス伝送とパラレル伝
送との間の迅速かつ容易な移行経路を必要とする場合に光ファイバの利用率を向上させる
ことができる。
【００２４】
　従来技術では、パラレル伝送のために８心リンクに変換する場合、現行のＭＰＯ／ＬＣ
ブレークアウトデュプレックスモジュールをＭＰＯパネル／モジュールで置き換える。し
かしながら、ネットワーク要件が変わった場合、例えば、新型の低帯域幅機器がキャビネ
ット内に配置された場合、または２心デュプレックス接続性しか必要としない新技術が発
展した場合に必要とされるように２心リンクに変換して戻るための融通性が要望されてい
る。それ故、デュプレックス伝送システムと８心パラレル伝送システムとの間で容易に変
換する能力が望ましく、これは、従来ネットワークでは現在利用できない。一実施形態は
、ＢＡＳＥ‐８形態を有する光ファイバ機器を取り付けるトレーに関する。例えば、ＢＡ
ＳＥ‐８形態を有する光ファイバ機器は、モジュールであっても良く、パネル組立体であ
っても良く、ハイブリッドモジュールであっても良く、あるいは他の適当な光ファイバ機
器であって良い。
【００２５】
　本明細書に用いられるＢＡＳＥ‐８という表現は、コンポーネントが８本の光チャネル
の伝送を支援し、１２心コネクタではなく８心コネクタに結合することを意味している。
したがって、光チャネルの全ては、未使用の光ファイバがない状態でデュプレックス伝送
とパラレル伝送との間で移行するために使用できる。技術的思想は、８心ポート、例えば
ＭＰＯポートおよび単心コネクタを支持する光ファイバポート、例えばＬＣポートを備え
た状態で示されている。開示する光ファイバ機器および組立体をトレー内に固定して支持
するのが良く、トレーをシャーシ内に固定して支持するのが良い。さらに、光ファイバ機
器は、オプションとして、トレーに取り付けられたときにトレーに対して動いても良い。
同様に、トレーは、オプションとして、シャーシに取り付けられたときにシャーシに対し
て動いても良い。
【００２６】
　本発明は、８心パラレルトランシーバに必要なチャネルとマッチするようコネクタおよ
びアダプタ内への８心単位の使用を利用したあらかじめ成端処理される技術に関する。こ
れは、今日の光ネットワークで用いられている従来型１２心および２４心を利用した技術
とは対照的である。本発明の開示には、８心単位を備えた幹線ケーブル、８本の光ファイ
バしか実装されていないＭＰＯコネクタまたは他の適当なコネクタ、およびＢＡＳＥ‐８
光ファイバ機器、例えばＭＰＯ‐ＬＣ光ファイバモジュール、光ファイバパネル組立体お
よびハイブリッド光ファイバモジュールが含まれる。
【００２７】
　一般的に言って、モジュールは、内部チャンバを備えたエンクロージャを有し、これに
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対し、パネル組立体は、エンクロージャを備えない。光ファイバハーネスが代表的にはモ
ジュールを保護するためにモジュールの内部チャンバ内に取り付けられる。パネル組立体
は、前端部のところに設けられた前側パネルを含む光接続部、例えば光ファイバパネル組
立体のために使用でき、光ファイバアダプタの直線アレイがＢＡＳＥ‐８形態で前側パネ
ル内に幅方向に配置される。さらに、ＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器、例えば光ファイバパ
ネル組立体またはモジュールがトレー幅の１／６以下を用いたトレー内にコンパクトに収
納されるのが良い。別の実施形態では、光ファイバパネル組立体は、光ファイバパネル組
立体の前端部のところに設けられた第１および第２の多心アダプタおよび後側部のところ
に設けられた少なくとも１つの貫通チャネルを含む。光ファイバ機器の別の部品は、８個
のＬＣ接続部のための接続部および前端部のところに位置する８心ＭＰＯ接続部を支持し
たハイブリッド光ファイバモジュールであり、このハイブリッド光ファイバモジュールは
、ネットワーク内に迅速かつ容易な移行ノードをもたらす。
【００２８】
　図１Ａは、ＢＡＳＥ‐８光ファイバモジュール１０（以下、モジュール１０という）を
示し、図２Ａおよび図２Ｂは、モジュール１０を用いた機器トレー１００（以下、トレー
という）を示している。図１Ｂおよび図１Ｃは、それぞれ、トレー内に同一のポートを用
いた本明細書において開示するトレーおよびシャーシ内にも利用できるＢＡＳＥ‐８・４
ポートＭＴＰパネル組立体５０およびＢＡＳＥ‐８ＬＣパネル組立体６０を示しており、
それにより１／３Ｕトレー内に２４ポートＭＰＯ密度を実施可能にしまたはトレー内にＬ
Ｃ‐ＬＣ接続性を実施可能にする。
【００２９】
　図３Ａ～図３Ｄは、トレーを受け入れて支持するシャーシ３００を示している。トレー
および他の機器の使用が１‐Ｕスペースシャーシに関して示されているが、技術的思想は
、これよりも大きなシャーシ、例えば２‐Ｕ、４‐Ｕなどに利用できる。図４および図５
は、開示するＢＡＳＥ‐８機器がまた、シャーシ、例えばシャーシ３００′の既存の取り
付けベースと下位（後方）互換性を有することを示している。図６および図７は、光ファ
イバパネル組立体をトレー１００′内に受けるその使用と一緒に示している。図８～図１
０は、幹線ケーブルコネクタのための２つの互いに異なる接続場所を提供することによっ
てデュプレックス伝送からパラレル伝送への移行のためのハイブリッド光ファイバモジュ
ールをトレーおよびシャーシ内におけるその使用と一緒に示している。
【００３０】
　図１Ａは、８個の光接続部を支持したＢＡＳＥ‐８モジュール１０を示している。モジ
ュール１０は、前端部１２および後端部１４を有し、光ファイバアダプタ１８の直線アレ
イが前端部１２のところに設けられている。これらアダプタは、ＢＡＳＥ‐８形態をなし
て前側部内に幅方向に配置されている。アダプタ１８は、ＬＣアダプタであるのが良く、
かかるアダプタは、モジュール１０内に光ハーネス（見えない）相互間の光接続部を支持
している。この実施形態は、全部で８個のＬＣのための４個のデュプレックスＬＣアダプ
タを有するが、これらアダプタは、他の変形例、例えば４個のＬＣまたは８個のＬＣ内に
集団化されるのが良い。
【００３１】
　モジュール１０は、内部キャビティを備えたエンクロージャ（符号は付与されていない
）を有する。ハーネスは、光ファイバアダプタ１８の直線アレイと光ファイバ組立体の後
側部との間に光学接続された複数の光ファイバを有する。例えば、ＭＰＯアダプタ１６が
幹線ケーブルの端コネクタとの接続に適した後端部１４のところに配置されている。しか
しながら、モジュール１０の他の変形例、例えば図７にモジュール１０′で示されている
光接続のために後端部１４から延びている例えばピグテールが可能である。
【００３２】
　モジュール１０は、モジュールを以下に説明するようにトレーに取り付けるためのレー
ル２２を更に有する。モジュールは、オプションとして、選択的にモジュールをトレーか
ら取り出したりモジュールをトレーに固定したりするためのレバー２４を更に有するのが
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良い。例えば、レバー２４を内方に押してラッチ（符号は付与されていない）をトレーの
支持レールから解除することによってラッチ（符号は付与されていない）を外す。レバー
２４を内方に押すのを容易にするために、指フック（符号は付与されていない）がレバー
２４に隣接してまたはこの近くに設けられ、従って、レバー２４を容易に引くことができ
、そしてレバー２４を指フックに向かって引き寄せ、それによりラッチをトレーの支持レ
ールと関連した対応の固定機構体に対して側方に変位させてモジュールをトレーから摺動
可能に外すことができるようにする。
【００３３】
　図２Ａおよび図２Ｂは、光ファイバ機器を取り付けるトレー１００を示している。トレ
ー１００は、開示したようなシャーシ内にまたは他の適当な機器内に取り付けられるのが
良い。本明細書で用いられる「取り付け」という用語は、トレー１００をシャーシに永続
的に、半永続的に、一時的にかつ／あるいは取り外し可能に結合するのに適した任意のコ
ンポーネントまたはコンポーネントの部分を指している。一実施形態では、「取り付け」
は、永続的なまたは半永続的な締結具、例えばリベット、ボルト、ねじまたは一構造体を
別の構造体に締結するための任意他の適当な機構体（またはこれらの組み合わせ）を用い
てトレー１００をシャーシに固定することによって実施されるのが良い。代替的にまたは
追加的に、「取り付け」は、トレー１００をシャーシに固定するための一時的なまたは非
永続的な技術を含みまたは具体化しても良い。例えば、ある特定の例示の実施形態では、
取り付けは、クリップ、プルタブ、取り外し可能なリベット、プレスクリップ、クリスマ
スツリー型クリップ、プッシュナット締結具、またはトレー１００をシャーシに取り外し
可能に結合するのに適した任意他の形式の締結具を用いて実施できる。「取り付け」はま
た、トレー１００をシャーシに摺動可能に結合するのに適した任意のコンポーネントまた
はコンポーネントの組み合わせを含みまたは具体化しても良い。例えば、トレー１００は
、シャーシに結合された案内レールによりシャーシに取り付けられても良く、案内レール
は、トレー１００の対応のレールコンポーネントに結合されると、トレー１００を支持す
ると共に案内し、それによりシャーシに対するトレー１００の前後方向並進を可能にする
。
【００３４】
　トレー１００は、複数のＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器を支持するベース１０２を有する
。例えば、トレーは、モジュール１０および／またはパネル組立体４００（図６）を有す
るのが良い。トレーは、トレー１００をシャーシ内に可動的に取り付けるためのベース１
０２の１本または２本以上の支持レール１０４を有する。トレーは、複数のＢＡＳＥ‐８
光ファイバ機器をトレー１００に可動的に取り付けるためのベースの複数の機器支持レー
ル１０６を更に有する。支持レールおよび／または機器支持レールは、モジュラーコンポ
ーネントであっても良く、あるいは、所望に応じてトレーのベースと一体に形成されても
良い。
【００３５】
　ベース１０２は、少なくとも５個のＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器を幅Ｗ方向に支持する
よう構成されている。トレー１００は、１／３Ｕ‐スペース以下の高さＨを有する。トレ
ーは、ＢＡＳＥ‐８形態で１／３Ｕ‐スペース当たり３２個を超える光ファイバ接続部、
少なくとも４０個の光ファイバ接続部、および４８個の光ファイバ接続部の接続部密度を
支持することができる。
【００３６】
　図２Ａおよび図２Ｂに示されているように、トレーは、幅Ｗ方向に少なくとも６個のＢ
ＡＳＥ‐８光ファイバ機器を支持するよう構成されている。かくして、モジュール１０は
、トレー幅Ｗの１／６以下を用いてトレー１００内に取り付けられるよう構成されている
。開示するトレーは、例えば図５に示されているシャーシの既存の据え付けられたベース
内に据え付け可能であるよう設計されているのが良く、それによりＢＡＳＥ‐８光ファイ
バ機器を支持する第１のトレーおよびＢＡＳＥ‐１２光ファイバ機器を支持する第２のト
レーを有するハイブリッドシャーシが形成される。
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【００３７】
　図３Ａ～図３Ｄは、複数のトレーを受け入れると共に支持する光ファイバ機器シャーシ
３００（以下、シャーシという）を示している。図示のように、シャーシ３００は、シャ
ーシ内に取り付けられた複数のトレー１００を有する。複数のトレーが収納されているシ
ャーシは、一Ｕ‐スペース当たり９６個を超える光ファイバ接続部、一Ｕ‐スペース当た
り少なくとも１２０個の光ファイバ接続部、または一Ｕ‐スペース当たり少なくとも１４
４個の光ファイバ接続部の接続部密度を支持することができる。トレー１００は、これら
トレーを別個独立に動かすことができるような仕方でシャーシ３００内に可動的に取り付
けられている。さらに、これらモジュールは、トレーのベースに対して別個独立に動くこ
とができるのが良い。シャーシ３００は、トレー１００の支持レール１０４を受け入れる
支持体を有する。米国特許第８，４５２，１４８号明細書は、別個独立に並進可能なモジ
ュールおよびトレーを開示し、米国特許第８，５３８，２２６号明細書は、静止位置を有
する機器案内およびレールを開示しており、これら米国特許の各々を参照により引用し、
その開示内容全体を本明細書の一部とする。
【００３８】
　一実施形態によれば、シャーシ３００は、機器ラックのための１‐Ｕスペースの標準高
さを有するのが良く、かかるシャーシは、このシャーシをラックに固定する取り付け構造
体を有する。他の実施形態によれば、シャーシは、機器ラックについて異なるサイズ、例
えば２‐Ｕまたは４‐Ｕスペース内に取り付けられるのに適した高さを有するのが良い。
シャーシ３００は、個々のトレー１００のための１／３Ｕ‐スペースを有する。図３Ａに
示されているように、底部トレー１００は、シャーシ３００から延び、頂部の２つのトレ
ー１００は、貯蔵位置にある。シャーシが２‐Ｕスペースシャーシである場合、このシャ
ーシは、６個のトレーを支持し、シャーシが４‐Ｕスペースシャーシである場合、このシ
ャーシは、１２個のトレーを支持する。その結果、３つのトレー１００は各々、全部で１
８個のＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器について最大６個までのＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器
を支持することができる。図３Ｂ～図３Ｄは、シャーシ３００の他の図である。
【００３９】
　ＢＡＳＥ‐８モジュールにより、同一のＬＣデュプレックス密度をＢＡＳＥ‐１２トレ
ーおよびシャーシとして達成することができるが、有利には、パネルおよびＭＰＯジャン
パを用いた場合、デュプレックス伝送から８心パラレル伝送への移行を可能にするよう１
００％ファイバ利用率を可能にするよう８心ＭＰＯを利用することができる。
【００４０】
　今日市場に出ている当業界の技術は、大抵８個のファイバ増分まで広く配備されたＢＡ
ＳＥ‐１２およびＢＡＳＥ‐２４ファイバ技術を利用する変化モジュールを必要とするか
、ファイバの全てを利用することができるとは限らないＭＰＯ貫通パネルの使用を必要と
するかのいずれかである。本明細書において開示する実施形態および技術的思想は、既存
の構造化ケーブル布設技術とＢＡＳＥ‐１２形態のファイバ心線数のミスマッチを解決す
ると共にトランシーバとの協働を可能にするマッチしたファイバ心線数を提供する。かく
して、本明細書において開示する実施形態および技術的思想は、低減衰率技術と一緒に高
密度の容易な変移を可能にする。
【００４１】
　図４は、モジュール１０およびトレー１００と従来型ＢＡＳＥ‐１２光ファイバモジュ
ール１およびＢＡＳＥ‐１２機器トレー３の比較結果を示している。図示のように、ＢＡ
ＳＥ‐１２光ファイバモジュールは、１２本のファイバの接続を必要とし、しかも１２個
のＬＣポートを支持するアダプタを有する。トレー３は、図示のように４個のＢＡＳＥ‐
１２光ファイバモジュール１を支持しているのに過ぎない。幾つかの実施形態では、トレ
ー１００は、トレー３と類似しており、従って、トレー１００は、ＢＡＳＥ‐８トレーお
よびＢＡＳＥ‐１２トレーのハイブリッド形態を支持した共通のシャーシ内に据え付け可
能である。
【００４２】
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　図５は、１‐Ｕスペースシャーシ内に設けられたＢＡＳＥ‐８トレー１００とＢＡＳＥ
‐１２機器トレー３の組み合わせを支持したハイブリッドシャーシ３００′を示している
。ハイブリッドシャーシ３００′は、所望に応じて移動、追加、および変更を伝送プロト
コルにもたらすために光ネットワーク内にネットワークオペレータ融通性を提供する一方
で、データセンタについてこじんまりとしていてかつ整然としたケーブル配備および引き
回しを維持している。
【００４３】
　開示する技術的思想は、光ネットワークを改造すると共に伝送プロトコルの移行を行う
ための融通性および可能性をネットワークオペレータに提供するためにトレー内で使用で
きる他のＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器を含む。図６および図７は、融通性をネットワーク
オペレータに提供するためにトレー内で使用可能な他のＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器を示
している。図６は、少なくとも１つの前側多心アダプタ４１８およびパネル組立体４００
の前端部４０２を含む光ファイバ組立体４００（以下、パネル組立体という）を示してい
る。各多心アダプタは、前側部および後側部を有する。アダプタの各側部は、ＢＡＳＥ‐
８コネクタを受け入れる。パネル組立体４００は、少なくとも１本の光多心ケーブルを挿
通状態で受け入れるように構成された少なくとも１つの貫通チャネル４１０を含む。パネ
ル組立体４００は、ＢＡＳＥ‐８トレー内で使用でき、このパネル組立体は、トレー幅の
１／６以下を用いてトレー内に取り付け可能であるが、パネル組立体はまた、所望ならば
ＢＡＳＥ‐１２トレー３内に嵌まり込むよう寸法決め可能である。さらに、パネル組立体
は、シャーシの一部であっても良く、このパネル組立体は、一Ｕ‐スペースの１／１２以
下を占め、例えば、パネル組立体は、シャーシの一部をなすのが良く、このパネル組立体
は、一Ｕ‐スペースの１／１８以下を占める。
【００４４】
　パネル組立体４００は、ＢＡＳＥ‐８コネクタをアダプタ４１８に据え付けるためにパ
ネル組立体４００の下への接近を可能にするパネルに設けられている他の特徴、例えば指
接近切欠き４２０を含むのが良い。貫通チャネル４１０は、ケーブルを上側からパネル組
立体４００中に配置することができるよう切欠き４１１を有するのが良い。さらに、貫通
チャネル４１０は、パネル組立体の前端部４０２まで延びるのが良く、この貫通チャネル
は、ケーブルを上側からパネル組立体４００中に配置するための第２の切欠き４１１を有
するのが良い。パネル組立体４００は、構造的支持体のためのリブ、トレー内への取り付
けのためのパネルレール４２２、レバー４２４または他の適当な構造体または特徴部を更
に含むのが良い。パネル組立体は、単一のパネルとして構成されても良く、あるいは、パ
ネル組立体は、図示のようにパネル組立体４００の前側パネル４１２と後端部４０４との
間に延びるハウジング４０１を有しても良い。ハウジング４０１は、モジュールを形成す
るよう所望ならばエンクロージャを有することが可能である。
【００４５】
　パネル組立体４００は、少なくとも１つの前側パネル４１２を有し、少なくとも１つの
前側の多心アダプタ４１８が前側パネル内に設けられる。図６に示されている実施形態で
は、パネル組立体は、２つの多心アダプタ４１８のためのそれぞれの２つの前側パネル４
１２を含む。他の実施形態では、パネル組立体４００は、少なくとも３つの光ファイバア
ダプタ４１８を含むのが良い。
【００４６】
　図７は、ピグテールを備えたモジュール１０およびモジュール１０′と一緒にパネル組
立体４００を支持した機器トレー１００′を示している。トレー１００′は、トレー１０
０に似ているが、このトレーにはネットワークオペレータに形態の融通性を提供するため
の互いに異なるＢＡＳＥ‐８機器が装填されている。トレー１００′およびシャーシの前
側部に存在するＭＰＯ接続性を提供するために単一のトレー内にモジュール１０，１０′
の使用とパネル組立体４００の使用を組み合わせている。かくして、トレー１００′は、
１／３‐Ｕスペース内に使用できる貫通部と組み合わされたモジュール／パネル組立体を
備えたハイブリッドトレーであり、このハイブリッドトレーは、ノースカロライナ州ヒッ
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コリー所在のコーニング・オプティカル・コミュニケーションズ・エルエルシー（Cornin
g Optical Communications LLC）から入手できる既存のＥＤＧＥハウジングに使用できる
よう下位（後方）互換性がある。
【００４７】
　幹線ケーブル１０１からのＭＰＯは、図示のようにそれぞれのアダプタ４１８のところ
でパネル組立体４００の後側部に接続されている。これにより、ＭＴＰがハウジングを８
心リンクに利用できるようにするようハウジングの前側平面内に提供されるようになる。
しかしながら、コネクタがＬＣ接続性中にブレークアウトすることが望ましい場合、モジ
ュール１０′のピグテールをＭＴＰパネルの中心に通してパネルの前側部にプラグ接続し
、それにより光ネットワーク内においてパラレル伝送からデュプレックス伝送への移行を
可能にする。同一の接続性は、ＭＰＯジャンパケーブルと共にモジュール１０を用いて達
成でき、ＭＰＯジャンパケーブルは、それぞれの光ファイバアダプタの前側部およびモジ
ュール１０の後側部に取り付けられる。
【００４８】
　使用にあたり、少なくとも１つの前側多心アダプタの後側部は、パネル組立体４００の
後端部４０４から前端部４０２に向かって延びる第１の多心光ケーブルに光学結合される
よう構成されており、少なくとも１つの前側多心アダプタの前側部は、パネル組立体４０
０の後端部４０４から前端部４０２に向かって延びて、例えばモジュール１０を用いたト
レー１００′の右側に示されている少なくとも１つの貫通チャネル４１０を通過する第２
の多心光ケーブルに光学結合されるよう構成されている。
【００４９】
　ＢＡＳＥ‐８形態に有用である他の光ファイバ機器もまた開示される。図８～図１０Ｃ
は、ハイブリッド光ファイバモジュール５００（以下、ハイブリッドモジュールという）
をトレー組立体６００内におけるその使用と一緒に示しており、トレー組立体６００は、
シャーシ７００内に据え付けられて支持されるのが良い。図示のように、ハイブリッドモ
ジュール５００は、光ファイバ機器のための４個のスロットを備えた既存のＢＡＳＥ‐１
２トレー内に嵌まり込み、このトレーは、これがハイブリッドモジュール５００を有して
いる点を除き、図４の上側部分に示されているトレーとほぼ同じである。
【００５０】
　ハイブリッドモジュール５００は、ＢＡＳＥ‐８ＭＰＯアダプタ４１８を有するハイブ
リッドモジュールの左側部および他の側部に代表的に示されているデュプレックス伝送の
ためのＭＰＯ／ＬＣブレークアウト部分を両方とも有している。ハイブリッドモジュール
５００は、前端部５０２および後端部５０４を有している。単心コネクタ用アダプタ４１
８の直線アレイが前端部５０２のところで幅ＷH方向に配置され、単心アダプタの各々は
、前側部および後側部を有している。前側多心アダプタ５１８が前端部５０２のところに
設けられ、前側多心アダプタは、前側部５１８Ｆおよび後側部５１８Ｒを有している。後
側多心アダプタ５１６がモジュールの後端部５０４のところに設けられ、このアダプタ５
１６は、前側部（見えない）および後側部５１６Ｒを有している。アダプタ５１６の前側
部は、ハイブリッドモジュール５００のエンクロージャの内部キャビティ内に設けられて
いる。複数の光ファイバが単心アダプタのアレイの各々の後側部と後側多心アダプタの前
側部との間に光学的に結合されている。幹線ケーブル１０１の多心コネクタが前側多心コ
ネクタの前側部５１８Ｆに接続された多心コネクタとの光結合を可能にするよう多心アダ
プタ５１８の後側部５１８Ｒか単心コネクタ用アダプタの直線アレイに接続された複数の
単心コネクタとの光結合を可能にするよう後側多心アダプタ５１６の後側部５１６Ｒかの
いずれかに接続されるのが良い。図示のように、ハイブリッドモジュール５００は、複数
の光ファイバを内部キャビティ内に包囲すると共にこれらを保護するエンクロージャ（符
号が付与されていない）を有する。図示のように、前側多心コネクタ５１８がエンクロー
ジャの外部に設けられている。かくして、ハイブリッドモジュールは、ジャンパ接続部が
容易な接近を可能にするためにトレーまたはシャーシの前側部のところに位置した状態で
デュプレックスおよびパラレル伝送を支持し、移行が必要な場合、幹線ケーブルの多心コ
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ネクタは、単に、ハイブリッドモジュールの他のアダプタ位置に動かされる。
【００５１】
　ハイブリッドモジュール５００は、８心コネクタとして構成されている単心アダプタ１
８の直線アレイを支持している。図示のように、アダプタ１８は、ＬＣポートとして構成
されているが、他のコネクタポートを備えた形態が本発明の技術的思想を用いて可能であ
る。ハイブリッドモジュール５００は、ハウジング５０１を有し、ハウジング５０１は、
前端部５０２と後端部５０２との間に部分的に延び、このハウジングは、取り付け構造体
を有する。例えば、ハイブリッドモジュール５００は、オプションとして、モジュール１
０と同様にレール５２２を有するのが良い。同様に、ハイブリッドモジュールは、オプシ
ョンとして、本明細書において説明するレバー２４とほぼ同じレバー５２４を有するのが
良い。
【００５２】
　ハイブリッドモジュール５００は、前側多心アダプタ５１８の後側部５１８Ｒからハイ
ブリッドモジュールの後端部５０４まで延びる少なくとも１つの貫通チャネル５１０を更
に有する。ハイブリッドモジュール５００は、オプションとして、少なくとも１つの貫通
チャネル５１０の近くに位置する少なくとも１つのケーブル管理特徴部、光ケーブルをチ
ャネル内に保持するよう構成された少なくとも１つのケーブル管理特徴部を更に有するの
が良い。ハイブリッドモジュール５００は、前側多心アダプタの後側部５１８Ｒのための
指接近切欠き５２０を更に有するのが良い。ハイブリッドモジュール５００は、図示のよ
うにトレー幅Ｗ12の１／４以下を用いてトレー６００内に取り付けられるよう構成されて
いる。
【００５３】
　図１０Ａ～図１０Ｃは、ハイブリッドモジュール５００がシャーシ７００内に据え付け
られると共に支持されたトレー組立体を示している。図示のように、シャーシ７００は、
シャーシ３００と同様に１／３‐Ｕトレースロットを用いて３つのトレーを収容する１‐
Ｕスペースとして高さＨを有している。図１０Ｂは、トレー６００が装填されたシャーシ
７００の正面図である。シャーシ３００と同様、シャーシ７００のトレー６００は、別個
独立に並進可能である。しかしながら、各トレー６００は、４つのハイブリッドモジュー
ル５００しか支持していない。かくして、１‐Ｕスペースを備えたシャーシは、１２個の
ハイブリッドモジュール５００を収容するに過ぎないが、１００％ファイバ利用率でデュ
プレックス伝送とパラレル伝送との間の容易な移行経路を提供し、挿入損失予算を増大さ
せない。
【００５４】
　図１０Ｄおよび図１０Ｅは、ある特定の開示した実施形態と一致して互いに異なる４‐
Ｕシャーシ具体化例のそれぞれの前から見た斜視図である。例えば、図１０Ｄは、１２個
の１／３（またはそれ以下）Ｕ‐高さトレーを備えた４‐Ｕシャーシ具体化例を示してお
り、各トレーは、６個の別個独立に並進可能なモジュールを保持するよう構成されている
。図１０Ｅは、シャーシの頂部からシャーシの底部まで垂直に位置決めされた１つまたは
２つ以上の仕切り部材を有する４‐Ｕシャーシ具体化例を示している。図１０Ｅに示され
ているように、仕切り部材は、個々のモジュールに摺動可能に係合するよう構成されるの
が良く、それによりトレーの必要性がなくなっている。仕切り部材の各々は、レールをモ
ジュールの側部上に支持する複数の案内レールを含みまたは具体化するのが良い。
【００５５】
　図１１Ａおよび図１１Ｂは、それぞれ、ある特定の開示した実施形態と一致したＢＡＳ
Ｅ‐８光ファイバモジュール１０の変形実施形態の後部の斜視図およびＢＡＳＥ‐８光フ
ァイバパネル４００の変形実施形態の前部の斜視図である。図１１Ａに示されているよう
に、図１Ａと同様、モジュール１０は、前端部および後端部を有するのが良く、光ファイ
バアダプタ１８の直線アレイが前端部１２のところに設けられている。アダプタは、ＢＡ
ＳＥ‐８形態で前側部内に幅方向に配置されている。アダプタ１８は、ＬＣアダプタであ
るのが良く、これらアダプタは、モジュール１０内の光ハーネス（見えない）相互間の光



(15) JP 2017-526012 A 2017.9.7

10

20

30

40

50

結合を支持する。図１１Ａに示されている実施形態は、全部で８個のＬＣのための４個の
デュプレックスＡＣアダプタを有するが、アダプタは、他の変形例、例えば４個のＬＣま
たは８個のＬＣ内に集団化されても良い。
【００５６】
　モジュール１０は、内部キャビティを備えたエンクロージャ（符号は付与されていない
）を更に有するのが良い。ハーネスは、光ファイバアダプタ１８の直線アレイと光ファイ
バ組立体の後側部との間に光結合された複数の光ファイバを有する。例えば、ＭＰＯアダ
プタ１６は、幹線ケーブルの８心コネクタとの接続に適した後端部１４のところに設けら
れている。しかしながら、モジュール１０の他の変形例、例えば光結合を可能にするため
に後端部１４から延びるピグテールが採用可能である。
【００５７】
　モジュール１０は、このモジュールを以下に説明するようにトレーに取り付けるための
レール２２を更に有する。モジュール１０は、選択的にモジュールをトレーから取り出し
たりモジュールをトレーに固定したりするためのレバー２４を更に有するのが良い。例え
ば、レバー２４を内方に押してラッチ（符号は付与されていない）をトレーの支持レール
から解除することによってラッチ（符号は付与されていない）を外す。レバー２４の作動
を容易にするため、指タブ１１１２がモジュール１０の後部に設けられるのが良く、この
指タブは、レバー２４から横に所定の距離離れたところに位置決めされるのが良い。図１
１Ａに示された例示の実施形態によれば、指タブ１１１２は、レバー２４から見てモジュ
ールの互いに反対側の側部にかつファイバアダプタ１６の外部に位置決めされるのが良く
、それによりアダプタ１０のための追加の遮蔽および保護作用を提供する。一実施形態に
よれば、図１１Ａに示されているように、アダプタ１６（ＭＴＰアダプタとして示されて
いる）は、内部光ファイバハーネスの好都合の引き回しを可能にするようモジュール１０
の縁部寄りに位置決めされるのが良い。他の実施形態では、アダプタ１６は、特定のモジ
ュールの所望の引き回し形態に応じて、モジュール１０の後部に沿って巧妙に位置決めさ
れるのが良い。
【００５８】
　レバー２４の作動の際、レバー２４と指タブ１１１２を互いに向かい合って押し、レバ
ー２４を指タブ１１１２に引き寄せ、それによりラッチをトレーの支持レールと関連した
対応の固定機構体に対して側方に変位させてモジュールをトレーから摺動可能に取り外す
ことができる。幾つかの実施形態によれば、モジュール１０は、レバー２４の側方変位を
制限してレバー２４に加えられる過剰の力を制限しまたは減少させる機構体を提供するよ
うレバー２４に隣接してまたはこの近くに位置決めされた停止タブ１１１０を更に有する
のが良い。幾つかの実施形態では、レバー２４、指タブ１１１２または停止タブ１１１０
のうちの１つまたは２つ以上は、１つまたは２つ以上の表面上に「ギザギザ」付きである
のがよく、それにより作動中における良好なグリップを提供する。
【００５９】
　図１１Ｂは、例示の光ファイバパネル４４０を示している。図１１Ｂから理解できるよ
うに、パネル組立体４００は、少なくとも１つの光多心ケーブルを挿通状態で受け入れる
よう構成された少なくとも１つの貫通チャネルを含む。パネル組立体４００は、ＢＡＳＥ
‐８トレー内に使用できると共にトレー幅の１／６以下を用いてトレー内に取り付け可能
であるが、このパネル組立体はまた、所望ならばＢＡＳＥ‐１２トレー３内に嵌まり込む
よう寸法決め可能である。さらに、パネル組立体はシャーシの一部であっても良く、この
パネルは、一Ｕ‐スペースの１／１２以下を占めるのが良く、例えば、パネル組立体は、
一Ｕ‐スペースの１／１８以下を占めることができる。
【００６０】
　パネル組立体４００は、パネルに設けられていてＢＡＳＥ‐８コネクタをアダプタ４１
８に据え付けるためにパネル組立体４００の下への接近を可能にする他の特徴部、例えば
指接近切欠き（図１１Ｂに明示的には示されていない）を有するのが良い。貫通チャネル
は、ケーブルをパネル組立体４００内に上側から配置することができるよう切欠きを有す
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るのが良い。さらに、貫通チャネルは、パネル組立体の前端部まで延びるのが良く、この
貫通チャネルは、ケーブルをパネル組立体４００内に上側から配置するための第２の切欠
きを有するのが良い。パネル組立体４００は、構造的支持のためのリブ、トレー内への取
り付けのためのパネルレール４２２、レバー４２４、停止タブ１１１０、および／または
指タブ１１１２または他の適当な構造体もしくは特徴部を更に含むのが良い。レバー４２
４、停止タブ１１１０、および指タブ１１１２は、図１１Ａを参照して上述したのと同様
に機能する。パネル組立体は、単一パネルとして構成されても良く、あるいは、図示のよ
うにパネル組立体４００の前側パネルと後端部との間に延びるハウジングを有しても良い
。ハウジングは、モジュールを形成するよう所望ならばエンクロージャを有することが可
能である。
【００６１】
　パネル組立体４００は、少なくとも１つの前側パネルを有するのが良く、少なくとも１
つの前側多心アダプタ４１８が前側パネル内に設けられる。図１１Ｂに示された実施形態
では、パネル組立体は、４つの多心アダプタ４１８についてそれぞれ４つの前側パネルを
有する。他の実施形態では、パネル組立体４００は、３枚以下または５枚以上のパネルを
含むのが良い。
【００６２】
　図１２は、ある特定の開示した実施形態に従ってトレー１００で用いられる例示の取り
付けレール１０６の斜視図である。図１３は、ある特定の開示した実施形態に一致して図
１２の例示の取り付けレール１０６を備えた例示のトレー１００の斜視図である。図１２
の実施形態に示されているように、取り付けレール１０６の垂直ビームの下面で取り付け
レール１０６の前のところの左側縁部と右側縁部との両方上に設けられた溝１２２０およ
び面取り部１２３０を有するのが良い。一実施形態によれば、溝１２２０は、取り付けレ
ール１０６の幅全体を横切る単一の溝を具体化している。代替的にまたは追加的に、取り
付けレール１０６は、多数の溝１２２０（例えば、２つ）を有するのが良く、これら溝の
うちの１つは、所定の長さ（例えば、垂直ビームの全幅の１／２未満）にわたり、垂直ビ
ームの右外側縁部から垂直ビームの中心に向かって側方に延び、また、これら溝のうちの
１つは、所定の長さ（例えば、垂直ビームの全幅の１／２未満）にわたり、垂直ビームの
左外側縁部から垂直ビームの中心に向かって側方に延びている。面取り部１２３０は、ト
レー１００の前からのモジュールおよびパネルの容易な案内および装填を可能にするのが
良く、モジュールまたはパネルの片手の装填作業を可能にする。
【００６３】
　図１３は、モジュール１０、パネル４００、およびこれらの組み合わせのうちの１つま
たは２つ以上を載せる図１２の多数の取り付けレール１０６を備えたトレー１００の前か
ら見た拡大斜視図である。図１３に示されているように、トレー１００は、１つまたは２
つ以上の接近穴１３２０を有するのが良い。一実施形態によれば、接近穴１３２０は、ト
レーの底部に設けられる長方形の開口部を含むのが良くまたは具体化するのが良い。ある
特定の実施形態では、接近穴１３２０は、下に位置するトレーからのモジュール１０への
指による接近を可能にすると共にパネル４００に設けられているシャッターが９０°を超
えて回転して開くのに十分幅が広いように作られるのが良い。接近穴１３２０は、ＢＡＳ
Ｅ‐８モジュール１０およびパネル４００のフットプリントに対応するよう寸法決めされ
ているが、ハイブリッドパネルかＢＡＳＥ‐１２パネルおよびＢＡＳＥ‐８（またはこれ
らの任意の組み合わせ）の両方かのいずれかの幅をとるよう寸法決めされても良い。図１
３に示されているように、トレー１００は、複数のケーブル引き回し案内１３１０を更に
有するのが良く、これらケーブル引き回し案内の各々は、トレー１００のそれぞれの引き
回し案内支持フィンガ（別々には符号が付与されていない）の頂部に取り付けられる。
【００６４】
　図１４Ａ～図１４Ｃは、光ファイバ機器を取り付けるための例示のトレー１００の前か
ら見た斜視図、平面図、および拡大図である。トレー１００は、開示したようなシャーシ
内にまたは他の適当な機器内に取り付けられるのが良い。本明細書で用いられる「取り付
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け」という用語は、トレー１００をシャーシに永続的に、半永続的に、一時的にかつ／あ
るいは取り外し可能に結合するのに適した任意のコンポーネントまたはコンポーネントの
部分を指している。一実施形態では、「取り付け」は、永続的なまたは半永続的な締結具
、例えばリベット、ボルト、ねじまたは一構造体を別の構造体に締結するための任意他の
適当な機構体（またはこれらの組み合わせ）を用いてトレー１００をシャーシに固定する
ことによって実施されるのが良い。代替的にまたは追加的に、「取り付け」は、トレー１
００をシャーシに固定するための一時的なまたは非永続的な技術を含みまたは具体化して
も良い。例えば、ある特定の例示の実施形態では、取り付けは、クリップ、プルタブ、取
り外し可能なリベット、プレスクリップ、クリスマスツリー型クリップ、プッシュナット
締結具、またはトレー１００をシャーシに取り外し可能に結合するのに適した任意他の形
式の締結具を用いて実施できる。「取り付け」はまた、トレー１００をシャーシに摺動可
能に結合するのに適した任意のコンポーネントまたはコンポーネントの組み合わせを含み
または具体化しても良い。例えば、トレー１００は、シャーシに結合された案内レールに
よりシャーシに取り付けられても良く、案内レールは、トレー１００の対応のレールコン
ポーネントに結合されると、トレー１００を支持すると共に案内し、それによりシャーシ
に対するトレー１００の前後方向並進を可能にする。
【００６５】
　トレー１００は、複数のＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器を支持するベースを有する。例え
ば、トレーは、モジュール１０および／またはパネル組立体４００（図１１Ｂ）を有する
のが良い。トレーは、トレー１００をシャーシ内に可動的に取り付けるためのベース１０
２の１本または２本以上の支持レール１０４を有する。トレーは、複数のＢＡＳＥ‐８光
ファイバ機器をトレー１００に可動的に取り付けるためのベースの複数の機器支持レール
１０６を更に有する。支持レールおよび／または機器支持レールは、モジュラーコンポー
ネントであっても良く、あるいは、所望に応じてトレーのベースと一体に形成されても良
い。
【００６６】
　ベース１０２は、少なくとも５個のＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器を幅Ｗ方向に支持する
よう構成されている。トレー１００は、１／３Ｕ‐スペース以下の高さＨを有する。トレ
ーは、ＢＡＳＥ‐８形態で１／３Ｕ‐スペース当たり３２個を超える光ファイバ接続部、
少なくとも４０個の光ファイバ接続部、および４８個の光ファイバ接続部の接続部密度を
支持することができる。
【００６７】
　図１４Ａ～図１４Ｃに示されているように、トレー１００は、幅Ｗ方向に少なくとも６
個のＢＡＳＥ‐８光ファイバ機器を支持するよう構成されている。かくして、モジュール
１０は、トレー幅Ｗの１／６以下を用いてトレー１００内に取り付けられるよう構成され
ている。開示するトレーは、例えば図５に示されているシャーシの既存の据え付けられた
ベース内に据え付け可能であるよう設計されているのが良く、それによりＢＡＳＥ‐８光
ファイバ機器を支持する第１のトレーおよびＢＡＳＥ‐１２光ファイバ機器を支持する第
２のトレーを有するハイブリッドシャーシが形成される。
【００６８】
　図１５は、ある特定の開示した実施形態と一致して伸長（「引き出し」）位置にある下
側トレーおよび完全引っ込み（「収納」）位置にある下側トレーを含む例示のシャーシ組
立体の平面図である。図１５に示されているように、トレー１００は、複数の対向可能な
トレープルタブ（符号が付与されていない）を有するのが良く、これらプルタブの各々は
、トレー１００のそれぞれの前側横のコーナー部から突き出ている。隙間がトレーのレー
ル上のモジュール解除レバーへの下からの指の接近を可能にするよう構成されており、他
方、指によりプルタブ中へ深いところまで接近できる。一実施形態によれば、標的指／親
指‐先端部隙間は、約１３ｍｍである。
【００６９】
　図１６Ａおよび図１６Ｂは、ある特定の開示した実施形態に従って機器トレーのそれぞ
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れの具体化例で用いられる金属製の支持構造体の変形実施形態の平面図である。図１６Ａ
および図１６Ｂに示されているように、トレー１００は、ケーブル引き回し案内１３１０
を支持するためにトレー１００の前に向かって外方に突き出た複数の引き回し案内支持フ
ィンガ（別々には符号が付与されていない）を有するのが良い。引き回し案内支持フィン
ガに対応したトレー１００の金属製支持構造体は、モジュール１０、パネル４００または
シャーシと関連した他の機器への最適な手および指による接近を可能にする厚さおよび長
さのものである。同様に、トレー１００の互いに反対側の側縁からトレー１００の後部に
向かって延びるトレー１００のトレーレール取り付け支持体（別々には符号が付与されて
いない）もまた、親指解除左後側位置および指タブ右後側位置への接近を可能にする厚さ
および長さのものである。
【００７０】
　図１７は、ある特定の開示した実施形態と一致してレール案内およびジャンパ引き回し
案内を有する例示の機器トレーの前から見た等角斜視図である。図１８は、ある特定の開
示した実施形態による例示のジャンパ引き回し案内の横から見た斜視図である。
【００７１】
　図１９Ａ、図１９Ｂおよび図１９Ｃは、それぞれ、ＭＴＰポート「タップ」機能を備え
た例示のＬＣ‐ＭＴＰモジュールの正面から見た斜視図（ＢＡＳＥ‐１２に関する）、概
略配線図（ＢＡＳＥ‐１２について）および概略配線図（ＢＡＳＥ‐８について）である
。図２０Ａおよび図２０Ｂは、それぞれ、ＭＴＰポート「タップ」機能を備えた例示のＢ
ＡＳＥ‐１２およびＢＡＳＥ‐８ＭＴＰ‐ＭＴＰモジュールの正面から見た斜視図および
概略配線図である。図２１Ａ、図２１Ｂおよび図２１Ｃは、例示のＬＣ‐ＬＣポート「タ
ップ」機能の正面から見た斜視図（ＢＡＳＥ‐１２について）、概略配線図（ＢＡＳＥ‐
１２について）および概略配線図（ＢＡＳＥ‐８について）である。
【００７２】
　注目されるべきこととして、ある特定の実施形態は、各トレー１００がシャーシの幅全
体を占めた状態で図示されると共に説明されているが、本明細書において説明する実施形
態は、複数のトレーを用いてシャーシの幅を占めるために用いられる実施形態を想定して
いることが考えられる。例えば、各々が１‐Ｕシャーシの幅（またはそれ以下）および高
さの１／３（またはそれ以下）を占めるよう設計された３個のトレーを有するのではなく
、シャーシは、各々が１‐Ｕシャーシの幅の１／２（またはそれ以下）および高さの１／
３（またはそれ以下）を占めるよう設計された６個のトレーを備えた形態を支持するよう
設計されるのが良い。これら実施形態では、シャーシは、シャーシの頂部からシャーシの
ほぼ水平の中点のところに位置するシャーシの底部まで垂直に位置決めされた１つまたは
２つ以上の仕切り部材を有するのが良く、仕切り部材は、トレーの側部上にレールを支持
する複数の案内レールを有する。かかる設計例は、同じ列に属する互いに異なるサイズの
ＢＡＳＥモジュールを支持するための融通性を提供する。例えば、この列の一方の半部は
、３つのＢＡＳＥ‐８モジュールを支持するよう構成されるのが良く、列の他方の半部は
、２つのＢＡＳＥ‐１２モジュールを収容するよう構成されるのが良く、それにより大き
なカスタマイズの度合いの実現が可能である。
【００７３】
　開示した技術的思想および光ファイバ機器は、ネットワークオペレータが要望に応じて
デュプレックス伝送とパラレル伝送との間で移行するよう必要に応じて光ネットワークア
ーキテクチャを改造するための融通性を提供する。さらに、トレーおよび組立体は、ネッ
トワークオペレータがすでに用いている場合がある据え付け状態のシャーシベース内に嵌
まり込むよう下位（後方）互換性があるのが良い。
【００７４】
　別段の指定がなければ、本明細書において記載した方法は、このステップが特定の順序
で実施されることを必要とするものと解することは意図されていない。したがって、方法
クレームがそのステップの辿るべき順序を実際に記載していない場合またはステップが特
定の順序に限定されるべきことが特許請求の範囲の記載または本明細書において具体的に
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記載されていない場合、任意特定の順序を推定することは意図されていない。
【００７５】
　当業者であれば理解されるように、開示した実施形態の精神および範囲から逸脱するこ
となく種々の改造および変形を行うことができる。実施形態の精神および実質を組み込ん
だ開示した実施形態の改造例、コンビネーション、サブコンビネーションおよび変形例は
、当業者に想到できるので、解した実施形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の範
囲およびその均等範囲内に含まれるあらゆる形態を含むものと解されるべきである。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】 【図３Ａ】
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【図３Ｂ】 【図３Ｃ】

【図３Ｄ】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】 【図１０Ｃ】
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【図１０Ｄ】

【図１０Ｅ】

【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１２】 【図１３】
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【図１４Ａ】

【図１４Ｂ】

【図１４Ｃ】

【図１５】 【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】
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【図１７】

【図１８】

【図１９Ａ】

【図１９Ｂ】 【図１９Ｃ】
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【図２０Ａ】 【図２０Ｂ】

【図２１Ａ】 【図２１Ｂ】
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【図２１Ｃ】

【手続補正書】
【提出日】平成29年5月2日(2017.5.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバパネル組立体であって、
　前記パネル組立体の前端部のところに設けられた少なくとも１つの前側多心アダプタを
含み、各アダプタは、前側部および後側部を有し、
　前記光ファイバパネル組立体は、さらに、少なくとも１本の多心光ケーブルを挿通状態
で受けるよう構成された少なくとも１つの貫通チャネルを含み、
　前記少なくとも１つの前側多心アダプタの前記後側部は、前記パネル組立体の後端部か
ら前記前端部に向かって延びる第１の多心光ケーブルに光学的に結合するよう構成され、
　前記少なくとも１つの前側多心アダプタの前記前側部は、前記パネル組立体の前記後端
部から前記パネル組立体の前記前端部に向かって延びるとともに少なくとも１つの貫通チ
ャネルを通る第２の多心光ケーブルに光学的に結合するよう構成されている、光ファイバ
パネル組立体。
【請求項２】
　少なくとも１つの前側パネルを更に含み、前記少なくとも１つの前側多心アダプタは、
前記前側パネル内に設けられている、請求項１記載の光ファイバパネル組立体。
【請求項３】
　前記パネル組立体の前記前側パネルと前記後端部との間に延びるハウジングを更に含む
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、請求項２記載の光ファイバパネル組立体。
【請求項４】
　光ファイバパネル組立体であって、
　前記光ファイバパネル組立体の前端部のところに設けられた第１の多心アダプタおよび
前記光ファイバパネル組立体の前記前端部のところに設けられた第２の多心アダプタを含
み、各アダプタは、前側部および後側部を有し、
　前記光ファイバパネル組立体は、さらに、前記パネル組立体の前記後側部のところに設
けられた少なくとも１つの貫通チャネルを含む、光ファイバパネル組立体。
【請求項５】
　前記第１の多心アダプタの前記後側部は、前記光ファイバパネル組立体の後端部から前
記前端部に向かって延びる第１の多心ケーブルに光学的に結合するよう構成され、
　前記第１の多心アダプタの前記前側部は、前記光ファイバパネル組立体の前記後端部か
ら前記光ファイバパネル組立体の前記前端部に向かって延びるとともに前記少なくとも１
つの貫通チャネルを通る第２の多心光ケーブルに光学的に結合するよう構成されている、
請求項４記載の光ファイバパネル組立体。
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